
実 施 設 計 業 務 委 託 仕 様 書 

駒ヶ根市  

Ⅰ 業務概要 

１．件  名   令和７年度 新しい地方経済・生活環境創生交付金事業 

駒ヶ根キャンプセンターリニューアル工事 実施設計業務委託 

 

２．履行期間   契約日より 令和８年３月１０日 

 

３．計画施設概要 

  建設地の位置 駒ヶ根市 赤穂 759 番地 437 

  施設要用途  キャンプ場 

          

４．業務の種別  実施設計（意匠、改修、積算、申請手続き業務等） 

          

５．工事の種別   リニューアル改修工事 

  及び事業費  １８０，０００千円 （税込み） ※予定工事費内で設計をまとめること。  

          

６．敷地の概要  用途地域  指定なし 

         防火地域  指定なし 

         埋蔵文化財 該当なし 

         景観条例  観光・田園地域 

         その他   特になし 

 

７．設計の概要  実施設計（意匠、改修、積算、申請手続き業務等） 

（１） 名 称  駒ヶ根市駒ヶ根キャンプセンター 

（２） 所 在 地  駒ヶ根市赤穂７５９番地４３７ 

（３） 管理面積  ２３，６７４．３２㎡ 

（４） 管理施設 

施 設 区 分 施 設 内 容 

（改 修 内 容） 

管理棟 建築面積 ５１１．７１㎡ 

（トイレ多機能化、２階研修室改修、空調機能向上ほか） 

コテージ １０棟 建築面積 ３９８．６０㎡ 

（屋外デッキ改修、休憩スペース改修、水回り改修ほか） 

ツリーハウス １０棟 建築面積 １３５．００㎡ 

（５棟改修（屋根葺き替え、内装改装ほか）） 

（５棟撤去→ドッグサイトへ改修） 

常設テントサイト Ａタイプ１０張、Ｂタイプ１０張 

（屋根材葺き替え、ＡＣ電源設置、休憩スペース改修、隣接駐車場

整備ほか） 

共同施設 シャワー棟 建築面積 ６０．４８㎡ コイン式洗濯機 

（給湯設備改修、シャワー室改修、脱衣所改修ほか） 

炊事場３ヶ所 建築面積 ２３３．２８㎡ 



（自動水栓化、給湯設備設置ほか） 

便所棟２棟 建築面積 ９９．１８㎡ 

（自動水栓化、洋式化、ユニバーサルトイレ設置など） 

その他施設 園路、案内看板、園内照明ほか 

（園路車道化、案内表示改修、照明ＬＥＤ化など） 

駐車場 １００台 

（サイト隣接駐車場設置、二輪車専用駐車場設置ほか） 

 

８．耐震安全性 

  国土交通省「官庁施設の総合耐震計画基準」による 

  ・構造体の耐震安全性確保      Ⅲ類 

  ・建築非構造部材の耐震安全性確保  B 類 

  ・建築設備の耐震安全性の確保    乙類 を目標とする。 

 

９．その他の条件 

  ・設計は本仕様書、業務要領及び関係法令に基づき設計すること。 

  ・環境負荷低減、ユニバーサルデザイン、耐久性の確保、コスト縮減に配慮した設計とすること。 

・監督員との打合せを密に行い設計すること。 

・令和８年１月下旬までに概算工事費を提出すること。 

・工事発注前に内訳書の単価見直しに協力を依頼することがある。 

 

10．提供資料 

  ・令和５年度駒ヶ根キャンプセンターリニューアル基本設計業務委託 成果品一式 

（概算工事費内訳書、CAD 図面等） 

  ・その他 可能な範囲で資料を提供する。 

 

Ⅱ 設計業務仕様 

 本仕様書に記載されていない事項は「長野県建築設計業務委託共通仕様書（最新版）」を準用する。 

 

１．管理技術者等の資格要件 

 ①管理技術者 （契約書第９条規定） 

   管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人である場合にあってはその者、会社その

他の法人である場合にあっては当該法人の所属する者を専任で配置しなければならない。 

  (ｱ) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資

格を有する者 

   

 ②照査技術者 （契約書第 1０条規定） 

   照査技術者の資格要件は次による。なお、管理技術者については照査技術者を兼務して良い。 

(ｱ) 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の資格

をする者 

 

③担当技術者 



担当技術者の中から、建築（意匠）、建築（構造）の各部門の責任者として、主任担当技術者を 1

名ずつ選任し配置する。ただし、建築（意匠）担当技術者以外は協力業者でも良い。再委託する場

合は事前に監督員の承諾を得ること。なお、管理技術者と担当技術者については、兼務して良い。 

主任担当技術者は、担当設計業務の分野について、専門的な知識と経験を有する者とし、資格要

件は次による。 

(ｱ) 建築（意匠）主任担当技術者については、次の資格を有する者とする。 

a 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の

資格を有し、設計業務（主に建築）に 5 年以上の経験を有する者 

(ｲ) 建築（構造）主任担当技術者については、次のいずれかの資格を有する者とする。 

    a 構造設計一級建築士の資格を有する者 

b 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号。以下同じ。）第 2 条第 2 項に規定する一級建築士の

資格を有し、設計業務（主に建築）に 5 年以上の経験を有する者 

 

 ２．標準業務 

実
施
設
計 

要求の確

認 

建築主の要求等の確認 

設計条件の変更等の場合の協議 

法令上の

諸条件調

査及び関

係機関と

の打合せ 

法令上の諸条件の調査 

建築確認申請に係る関係機関との打合せ 

実施設計

方針の策

定 

総合検討 

実施設計のための基本事項の確定 

実施設計方針の策定及び建築主への説明 

実施設計

方針の策

定 

実施設計図書の作成 

建築確認申請図書の作成 

概算工事費の検討 

実施設計内容の建築主への説明等 

意図伝達 

設計図書を正確に伝えるための質疑応答、説明等 

工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 

その他 

委託業務の履行に当たって、設計内容の説明等に用いる資料等の作成（簡
易な透視図、日影図及び各種技術資料を含む。） 

委託業務の対象となる工事の実施に当たり法令上必要となる、各種の申請に用いる
資料の作成 

工事費概算書の作成 

 

３．追加業務 



 ①成果図書に基づく積算業務 

   工事内訳書の作成、積算数量算出書（調書・集計表）の作成、単価作成資料の作成、見積徴収、

見積検討資料の作成 

 ②申請等手続き業務（手数料の納付は含まない） 

   建築基準法（建築確認申請）、消防法、都市計画法、エネルギーの使用の合理化に関する法律等関

係法令、駒ヶ根市景観条例、関係法令に基づく各種申請手続き等に関する届出。 

 

４．提出書類  

 ① 契約前提出書類  重要事項説明書 2 部 （建築士法第２４条の７） 

 

② 契約時提出書類 

名     称 部 数 規 格 備     考 

着手届 １部 A4  

管理・担当技術者通知 １部 A4  

経歴書 １部 A4  

資格証、健康保険被保険者証 1 部 A4  

設計計画表 １部 A4  

    

③ 業務中提出書類 

 名         称 部  数 規 格 備     考 

業務委託承諾願 １部 A4  

業務工程表 １部 A4 出来高報告 

管理体制及び連絡体制 １部 A4  

貸与品等借用書 １部 A4  

打合せ記録簿 １部 A4  

 

④ 完了時提出書類 

 名         称 部  数 規 格 備     考 

完了届 １部 A4  

引渡書 １部 A4  

業務工程表 １部 A4 実施 

設計業務日報 １部 A4  

打合せ記録簿 １部 A4  

照査確認表 １部 A4  

成果物   ７．成果物による 

請求書 １部 Ａ４  



様式は「長野県設計業務委託共通仕様書 設計業務委託に係る様式（最新版）」参照 

 

５．適用基準等  最新版を採用すること。 

 ① 設計 

 ・官庁施設の基本性能基準（国土交通省） ・官庁施設の総合耐震基準（国土交通省） 

・官庁施設の環境保全性に関する基準（国土交通省）  

・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準（国土交通省） 

・駒ヶ根市木材利用推進方針（駒ヶ根市） 

・公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

  ・木造建築工事標準仕様書  ・建築工事標準詳細図  ・建築工事設計図書作成基準 

  ・公共住宅建設工事共通仕様書      

・敷地調査共通仕様書    ・建築鉄骨設計基準   ・建築設計基準 

・建築構造設計基準     ・建築非構造部材の耐震設計指針 

・既存補強ブロック造建物の耐震性能評価指針（案）・同解説 

  ・公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）   ・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

  ・公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）   ・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

・建築設備計画基準 ・建築設備設計基準 ・建築設備工事設計図書作成基準 

 ・公営住宅法等 

 

① 積算 

・公共建築数量積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）・公共建築設備数量積算基準 

・公共建築工事積算基準 ・公共建築工事標準単価積算基準 

・公共住宅建築工事標準仕様書（電気設備、機械設備智） 

・標準工事歩掛要覧（（財）経済調査会発行） 

  ・建設工事標準歩掛    ・建築数量積算基準、解説 

  

・設計単価（複合単価）については、設計基準による複合単価と刊行物等記載の複合単価を勘案し、

市場動向に対応した単価を設定すること。 

 ・設計基準等に記載のないものについては、専門業者から見積書（原則 3 社以上）を徴収し勘案し

て単価を設定すること。 

 

６．成果物の取扱いについて 

 当該設計に係る著作権は駒ヶ根市に帰属する。 

 成果物 CAD データは、当該施設に係る工事請負者に貸与し、当該工事における施工図の作成、当該

施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する。 

 

 



７. 成果物 

 名      称 部 数 規 格 備        考 

 現場説明書 1 A4  

 設計図 
原図  A1 特記仕様書含む ＪＷ-ＣAＤ及び PDF 

製本  A1 二折り 

● 縮刷設計図 
原図  A3 特記仕様書含む ＪＷ-ＣAＤ及び PDF 

製本 ３ A3 二折り 

 構造計画書・構造計算書 １ A4  

 設備計画書 

電気設備 １ A4 
照度、電圧降下、弱電、機器容量(出力) 等 

ＣD で提出 

機械設備 １ A4 
給水・排水・ガス・給湯・排煙・換気等 

ＣD で提出 

● 比較検討書 １ A3 
意匠、構造、電気、機械（ｺｽﾄ､省ｴﾈ） 

ＣD で提出（エクセル） 

● 図面データ ２  
ＣＤで提出 JW-CAD 

 

● 金入工事概算内訳書 １ A4 ＣD で提出（エクセル） 

● 数量算出書 １ A4 ＣD で提出 

● 設備計算書 １ A4 ＣD で提出（エクセル） 

● 単価算出書 １ A4 ＣD で提出（エクセル） 

● 単価比較表 １ A4 ＣD で提出（エクセル） 

● 見積書 １ A4 ３者以上の見積書及び比較表、CD で提出 

 透視図 １ A3 CG 着色パース 1 面（データ共） 

 日影図 １ A1 ＣD で提出 

 模型    

● 特殊工法仕様書 １ A4 ＣD で提出 

● 打ち合わせ記録 １ A4  

● 
都市計画法・建築基準法・ 

消防法関係手続書類 
必要部数 A4 添付図面共 

 
エネルギーの使用の合理化

に関する法律等関係法令手

続き書類 
必要部数 A4 添付図面共 

● 
駒ヶ根市景観条例に関する

届出 
必要部数 A4 添付図面共 

 設計住宅性能評価書 必要部数 A4 添付図面共 

 公営住宅法関係手続き書類 必要部数 A4 添付図面共 

 電波障害対策関係図書 必要部数 A4 必要による 



● 他許可申請書,協議書等 必要部数 A4 添付図面共、申請様式による、手続・立会い 

 地質調査報告書 ２ A4  

※ ●印のあるものを適用する 

※ ＣD での提出物についての形式及び様式は,係員の指示による。 

※ 提出を要する各種申請書類は、提出、立会い、許可書等の受領までの手続きを含むものとする。 

 

８．成果図書 

設計の種類 成果図書 

(1)総合 建築物概要書、特記仕様書、仕上表、面積表(求積図)(公営住宅法面積)、敷地

案内図、仮設計画図、配置図、平面図(各階)、断面図、立面図(各階)、矩計図、

展開図、天井伏せ図(各階)、平面詳細図、断面詳細図、建具表、キープラン、

簡易な透視図、日影図、外構図、工事費概算書、各種計算書、その他確認申請

等に必要な図書 

 

(2)構造 特記仕様書、構造基準図、伏せ図(各階)、軸組図、部材断面表、部分詳細図、

配筋図、配筋リスト、構造計算書、工事費概算書、その他確認申請等に必要な

図書 

 

(3)

設備 

ⅰ電気設備 特記仕様書、仕様書、配置図、受変電設備図、非常電源設備図、幹線系統図、

電灯コンセント設備平面図(各階)、動力設備平面図(各階)、通信情報設備系統

図、テレビ共同受信設備図、通信情報設備平面図(各階)、火災報知等設備系統

図、火災設備等設備平面図(各階)、屋外設備図、工事費概算書、各種計算書、

その他確認申請等に必要な図書 

 

ⅱ給排水衛

生設備 

特記仕様書、仕様書、配置図、給排水衛生設備配管系統図、給排水衛生設備配

管平面図(各階)、給湯設備図、消火設備系統図、消火設備平面図(各階)、排水

処理設備図、その他設置設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、機器リスト、

工事費概算書、各種計算書、その他確認申請等に必要な図書 

 

ⅲ空調換気

設備 

特記仕様書、仕様書、配置図、空調設備系統図、空調設備平面図(各階)、換気

設備系統図、換気設備平面図(各階)、排煙設備図、厨房設備図、機器リスト、

その他設置設備設計図、部分詳細図、屋外設備図、工事費概算書、各種計算書、

その他確認申請等に必要な図書 

 

ⅳ昇降機等 

 

 

特記仕様書、仕様書、配置図、昇降機等平面図(各階)、昇降機等断面図、部分

詳細図、工事費概算書、各種計算書、その他確認申請等に必要な図書 

 

 

※「総合」とは建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる

設計を、「構造」とは建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計をい

う。「昇降機等」には機械式駐車場を含む。 

※建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。（監督員と協議すること。） 

 



実施設計業務要領 
 

１.設計の基本方針 

（１）設計理念 

 計画建築物は利用者に親しみやすく、機能的で安全なものとすること。 

 省資源・省エネルギーに努め、自然環境の保全に留意し、地域景観の形成を図りつつ合理的な工法の

採用・規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保により品質の均一化、省力化を図り建設及び

維持管理に要するコストの縮減に努めること。 

 

（２）基本事項 

  当事業は施設のリニューアルを図るものであり、利用者の利便性やイメージアップを向上させるとと

もに、快適性や安全性の確保を図る。また、今後の維持管理を考慮しながら施設の長寿命化を図る。 

 

（３）一般事項 

①景観：地域景観に十分配慮すること。 

  ・機能性、安全性、経済性及び施設の特性を踏まえデザインの向上、緑豊かな空間の創出 

  ・街並みや自然環境との調和、周辺景観との一体性及び地域特性の導入 

 

②周辺環境：地域の気象条件に適合した公害等による環境破壊に対する配置・周辺環境との調和を図る

とともに、次の事項について配慮すること。 

・日照、通風の確保及び騒音、振動の抑制 

・眺望の妨害、見降ろしによる威圧感やﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの侵害の防止  

・周辺道路の交通障害等の防止 

 

③敷地：施設の配置、平面計画等にあたっては、高原観光地としての土地利用を勘案するとともに、次

の事項等を考慮し敷地の有効利用を図ること。 

・既存森林空間及び水辺空間の有効利用 ・園内通路の車道化 ・ドッグサイトの新設 

 

④防災：次の事項を考慮し、災害防止を図ること。 

・地震等自然災害に対する安全性 ・有効な避難経路の確保 

 

⑤幼児、高齢者、身体障がい者：幼児、高齢者、身体障がい者等の特性を踏まえ、「長野県福祉のまち

づくり条例」等に従い機能性、安全性を考慮した設計とすること。特に段差の解消・手すりの配置・

通行巾について十分検討すること。 

 

⑥省エネルギー：敷地の環境、建物の用途、規模等の諸条件を総合的に考慮し調整を行いながら省ネル

ギー化を図り、周辺環境や地球環境への環境負荷低減をはかる。 

 

⑦ライフサイクルコストの低減：ライフサイクルコストの低減を図る。 

 

⑧室内環境：化学物質による施設利用者への健康被害を解消するため、ホルムアルデヒドの放散量の低

い材料で設計を行うこと。また快適な室内空間のため次の事項について考慮する。 

・結露防止、換気、通風及び採光の確保 ・設備機器による振動・騒音の防止 

・健康に考慮した材料の選択 

 



⑨保全：保全業務の利便に配慮するとともに、次の事項について考慮する。 

 ・仕上げ材料の耐久性及び耐汚染性 ・容易な点検、設備機器等の交換、修繕及び保守管理 

 

⑩コスト：建物の形態・仕様は標準的なものとし、特殊な形状や華美な仕上げとならぬよう注意するこ

と。また、構造、仕上げ、屋根葺き、納まりなども合理的な工法を採用することとし、効率的な施工

が可能となるよう検討すること。同様に、使用材料・部材・機器等についても規格化された部材の活

用に努め建設コストの低減を図ること。竣工後の維持管理が容易で安価な仕様等を検討すること。 

 

⑪使用材料等の選択 

・一般に流通する材料の選択を原則 

・建物の質的均一化を図るとともに、効率化を図るため品質、性能及び市場性を調査の上、既製品の

活用を図る。 

・特定の製品名、製造所又はこれらが推定できるようなものは原則不可 

（やむを得ず、材料等の指定をする際は、あらかじめ監督員と協議必要） 

・木材等県産材の積極的な選択 

 

⑫自然循環型社会への配慮 

自然循環型社会構築へ配慮するとともに、品質、性能及び市場性、廃棄物処理を考慮のうえ、次の事

項について考慮する。 

・リサイクル製品の使用 

・現場廃棄物を抑制する材料・工法及び現場廃棄物を再資源化処理しやすい材料・工法の使用 

・将来の建築物解体時に再資源化処理しやすい材料の選定 

 

⑬その他：監督員の指示による事項についてその都度協議すること。 

 

２.設計の具体的方針 

（１） 管理棟、コテージ、テントサイト、ツリーハウス、トイレ、炊事場などの改修 

（２） 園内通路の車道化、園路照明のＬＥＤ化 

（３） その他 

※上記は現時点で具体的になっている希望する要求事項であり、これ以外にも希望要求事項がある。

※最終的には監督員と打合せを行い、敷地の制約及び予算等を勘案しながら設定していくものであ

る。 


